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はじめに

国と地方を通じた歳出のうち、社会保障、教育、社会資本整備等、住民に身近

な行政サービスに関連する経費の多くは地方公共団体を通じて支出されている。

こうした経費の大半は、国が定めた基準に基づいており、各地方公共団体はこの

中で可能な限り地域の実情に沿った行政サービスを提供している。地方公共団

体が幅広い行政サービスを持続的、安定的に確保していくためには安定的かつ

計画的な財政運営、すなわち、一般財源の安定的確保とともに予見可能性を高め

た中長期な視点に立った財政運営を行う必要がある。

この中で、地方財政に関する調査研究会（以下「本調査研究会」という。）で

は、地方公共団体が健全な財政運営を中長期的に確保するための手法や課題を

中心に調査・研究を行っており、今回は歳出総額の約半分を占める義務的経費の

うち人件費に着目した。人件費は歳出合計に占める割合が高く、また、その財源

の大宗が一般財源であるため財政に与える影響が大きい。この人件費の内訳を

みると、その大宗を占める一般職の職員給等は主に一般職の職員数と年齢構成

により変動する。このことから、この２つの変数に基づき人件費の大部分につい

て将来推計を行うことが可能となり、予めその長期にわたる傾向を把握するこ

とは安定的かつ計画的な財政運営に資すると考えられる。

本調査研究会では、このような認識の下、人件費のうちの職員給等について各

地方公共団体で簡易に推計する手法について検討を重ねてきた。検討の過程で、

協力の得られた地方公共団体に対して実際に推計を依頼し推計の前提となる条

件設定等について意見交換を行うとともに、各委員とも議論を重ね、ここに報告

書を取りまとめたところである。快く協力に応じて頂いた地方公共団体及び熱

心にご議論頂いた委員各位に深く感謝申し上げる。

各地方公共団体において、本報告書による長期推計を行うことで、通常の人事

運営や単年度の予算編成では把握できない人件費に係る財政運営上の課題を事

前に把握し、十分な対策を講じる等、安定的な財政運営に資することを願ってや

まない。

平成 年３月

地方財政に関する調査研究会

座 長 伊集 守直
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１．地方公共団体における人件費の長期推計の意義

（１）中長期の視点に立った財政運営

我が国の地方公共団体は予算単年度主義により、毎年度予算編成を行う
必要があるが、高齢化に伴う社会保障関係費の増加や公共施設等の老朽化
対策等の中長期的な課題に対しては、各地方公共団体で中長期の視点に立
って対応する必要がある。
中長期の視点に立った財政運営のための具体的な方策として、財政収支

見通しの作成が挙げられるが、その推計期間の設定に当たっては、歳出項
目の特性を踏まえたものとなっていないのが一般的である。すなわち、例
えば、人件費について一般職の職員が採用されてから退職するまでその給
料が年々増加するものとすると、一般職の人件費は職員の最長在職期間の
中で変動することとなるが、財政収支見通しの推計期間の設定に当たって
はこれを勘案したものとはなっていない場合が多い。
中長期的な視点に立った財政運営に当たって、歳入及び歳出全般の推計

を一定年限で区切って一律に行い、その間の歳入及び歳出の増減に係る所
要の方策について検討を行うことは重要である。
他方、特に歳出の項目毎の特性を踏まえた年限の推計を行い、これに基

づいた財政運営を検討する視点も必要であると考えられる。

（２）地方経費の構造と人件費の特徴

地方公共団体の経費を経済的な性質に着目して分類すると、義務的経
費、投資的経費及びその他の経費に大別されるが、投資的経費及びその他
の経費については、これまで各地方公共団体において、歳入の増加、歳出
の抑制に向けて様々な取組が行われてきたところである。
その一方で、義務的経費に分類される人件費、扶助費、公債費について

は法令の規定により支出が義務づけられている等、任意に節減することが
できない。
近年、義務的経費の地方の歳出総額に占める割合は減少傾向にあるもの

の、依然として約半分を占めており、高い水準で推移している。また、各
義務的経費に占める一般財源の割合を平成 年度決算でみると、人件費は
約 ％、扶助費は約 ％、公債費は約 ％となっており、人件費及び公
債費が特に高い割合で推移している。多くの地方公共団体では経常収支比
率が上昇する状況が続いており、また、義務的経費に充当される一般財源
が年々増加しており、これらは多様な行政サービスの提供に少なからず影
響を与えている。
義務的経費を取り巻く状況をみると、扶助費は社会保障制度の一環とし

て各種法令等に基づいて支出されているものが大宗を占めているため容易
な削減ができず、公債費は地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平
成 年法律第 号）等により厳しく制限されている一方、人件費につい
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ては各地方公共団体の定員管理の自主的な取組等によって管理されてお
り、義務的経費の中では比較的、柔軟性のある経費といえる。しかし、人
件費の大宗を占める一般職の職員給等はその人数や年齢構成により変動す
る中で、一人一人の採用から退職までのスパンが長いことによって職員構
成の偏在是正には長期間が必要とされるといった課題がある。

財政運営における人件費は、以下の特徴が挙げられる。

【人件費の特徴】
 財政に与える影響が大きい

概ね各地方公共団体において、歳出合計のうち２割以上を占めており、
また、財源の大宗が一般財源である。

 予算編成において特段議論がなされない場合がある
条例で規定された給料表等に基づいて支出される経費であり、予算編成
においては「固定費」と見なして所要額を計上する場合がある。

これらの特徴から、人件費は財政運営に与える影響が大きい一方で、特
段の事情がない限り政策判断を伴わずに予算計上されてきた経費であると
いえる。

（３）人件費の長期推計

これらを踏まえ本調査研究会では、歳入及び歳出項目の特性に応じた将
来推計の中で、柔軟性を有しつつも偏在是正まで長期間を要する人件費に
着目した。

人件費の変動の特徴及びその推計の意義等については、以下のとおり。

【人件費の変動の特徴及び推計の意義等】
 変動の主な要因は、一般職の職員数の増減と職員の年齢構成の変遷であ

る。
→ 将来推計が容易である。

 各地方公共団体において、主な変動要因（一般職の職員数及び職員の年
齢構成）を管理できる余地が少ないことから、推計結果と実際の支出と
の間に大幅な乖離が生じないと考えられる。加えて、変動の傾向が長期
にわたって現れる。
→ 傾向の把握が中長期的な財政運営に資する。

１．地方公共団体における人件費の長期推計の意義

（１）中長期の視点に立った財政運営

我が国の地方公共団体は予算単年度主義により、毎年度予算編成を行う
必要があるが、高齢化に伴う社会保障関係費の増加や公共施設等の老朽化
対策等の中長期的な課題に対しては、各地方公共団体で中長期の視点に立
って対応する必要がある。
中長期の視点に立った財政運営のための具体的な方策として、財政収支

見通しの作成が挙げられるが、その推計期間の設定に当たっては、歳出項
目の特性を踏まえたものとなっていないのが一般的である。すなわち、例
えば、人件費について一般職の職員が採用されてから退職するまでその給
料が年々増加するものとすると、一般職の人件費は職員の最長在職期間の
中で変動することとなるが、財政収支見通しの推計期間の設定に当たって
はこれを勘案したものとはなっていない場合が多い。
中長期的な視点に立った財政運営に当たって、歳入及び歳出全般の推計

を一定年限で区切って一律に行い、その間の歳入及び歳出の増減に係る所
要の方策について検討を行うことは重要である。
他方、特に歳出の項目毎の特性を踏まえた年限の推計を行い、これに基

づいた財政運営を検討する視点も必要であると考えられる。

（２）地方経費の構造と人件費の特徴

地方公共団体の経費を経済的な性質に着目して分類すると、義務的経
費、投資的経費及びその他の経費に大別されるが、投資的経費及びその他
の経費については、これまで各地方公共団体において、歳入の増加、歳出
の抑制に向けて様々な取組が行われてきたところである。
その一方で、義務的経費に分類される人件費、扶助費、公債費について

は法令の規定により支出が義務づけられている等、任意に節減することが
できない。
近年、義務的経費の地方の歳出総額に占める割合は減少傾向にあるもの

の、依然として約半分を占めており、高い水準で推移している。また、各
義務的経費に占める一般財源の割合を平成 年度決算でみると、人件費は
約 ％、扶助費は約 ％、公債費は約 ％となっており、人件費及び公
債費が特に高い割合で推移している。多くの地方公共団体では経常収支比
率が上昇する状況が続いており、また、義務的経費に充当される一般財源
が年々増加しており、これらは多様な行政サービスの提供に少なからず影
響を与えている。
義務的経費を取り巻く状況をみると、扶助費は社会保障制度の一環とし

て各種法令等に基づいて支出されているものが大宗を占めているため容易
な削減ができず、公債費は地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平
成 年法律第 号）等により厳しく制限されている一方、人件費につい
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 年齢別の職員構成の偏在や昇給抑制等、各地方公共団体の固有の事情が
ある。
→ 各地方公共団体で個別の条件を設定した推計が必要である。

 人事院勧告や公務員制度改正等に伴う歳出の増減は、地方財政計画への
適切な反映及び地方交付税制度における基準財政需要額への算入が期待
される。
→ 将来の制度変更等による各団体の財政への影響は、その都度地方
財政措置がなされるため、特定の年度を基準に将来推計することは
有用である。

上述のとおり、人件費は容易に将来推計できる上、推計結果と実際の支
出との間に乖離が生じにくいと考えられ、また、制度変更等に伴う歳出の
増減はその時々で所要の財政措置がなされることが期待されるので、推計
時点において見込む必要がない。このため、各地方公共団体で人件費を推
計し、その傾向を把握することは、各団体において中長期的な財政運営を
行うに当たって意義があることと考えられる。

本調査研究の中で、一部の地方公共団体に推計シート（後述）による
年間の人件費の変動の推計を依頼したところ、上昇局面における増加額の
累計額が財政調整基金現在高（平成 年度末時点）に占める割合は、最大
の市町村で約 ％（ 年間）であった。つまり、平均して財政調整基金の
約５％相当の人件費の増加が 年間続くこととなる。
この増加分について事前に財政上の対策を講じていない場合、新たに財

源を捻出しなければならないこととなるが、これを人件費の中で捻出しよ
うとして、例えば新規採用の抑制を試みたとしても新規で採用される若手
職員の給料は相対的に低いため、採用抑制により捻出される額は十分なも
のとならない場合が多いと考えられる。また、他の歳出項目から捻出しよ
うとしても各部局との調整が難航する等、財政当局が新たに必要となる人
件費を当該年度の予算編成過程で把握しても、十分な対応策が講じられ
ず、財政調整基金を大幅に取り崩すこととなる可能性がある。
他方、予めその傾向が把握できる人件費について推計を行うことによ

り、財政運営の予見性を高めるだけでなく、事前に十分な時間をかけて人
件費の抑制や職員構成の偏在是正に向けた対策を検討・調整することがで
きると考えられる。
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（参考）地方財政計画及び地方交付税における人件費の考え方

地方財政計画における給与費単価については、直近の地方公務員給与実態調
査（基幹統計 ）の結果による調査日現在の給料単価に昇給原資率を乗じて当該
年度の地方財政計画上の給料単価を設定しており、後年度以降はそれぞれ当該
年度の前年度の給料単価に当該年度の昇給原資率、前年度の給料改定率等を乗
じて設定している。
また、地方交付税上の給与費については、基準財政需要額では単位費用は標

準的条件を備えた地方公共団体が合理的かつ妥当な水準において行政を行う場
合に必要な経費を基準に算定されるもので、単位費用に含まれる給与費は、部
長職、課長職、職員 A、職員 Bの４つの職位に統一の給与単価を設定し、これ
に各行政分野の経費項目毎に必要となる職員数を乗じて算定されている。給与
単価については、各人事委員会の勧告等を反映して算定されたものが用いられ
ており、職員数についても、地方財政計画の考え方（定員純減の取組を勘案し
たもの）に従うものとされている。いずれにしても基準財政需要額は標準的な
人件費・行政経費が算入されたものであり、各地方公共団体の実人員、実経費
が算入されているものではない。
よって、各地方公共団体の人件費をはじめとした実際の経費については、各

団体で適切に推計する必要があると考えられる。

５年ごとに実施される基幹統計調査と、基幹統計の間を補充する補充調査（基幹統計年
以外の年に実施）がある。
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ず、財政調整基金を大幅に取り崩すこととなる可能性がある。
他方、予めその傾向が把握できる人件費について推計を行うことによ

り、財政運営の予見性を高めるだけでなく、事前に十分な時間をかけて人
件費の抑制や職員構成の偏在是正に向けた対策を検討・調整することがで
きると考えられる。
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２．地方公共団体における総職員数の推移と行政改革の取組内容

（１）高度経済成長期から平成６年度までの総職員数と行政改革の取組内容

行政サービスの担い手である我が国の地方公共団体の総職員数をみる
と、高度経済成長やベビーブーム等による行政需要の拡大に伴い昭和 年
度まで増加を続け、その後、一旦減少に転じたものの、平成元年度以降は
公共投資の増加や地域福祉・医療の充実に伴い、平成６年度まで増加を続
けた。
地方公共団体においては、国に先駆けて昭和 年度前後から行政改革に

取り組んだところである。また、「地方公共団体における行政改革推進の方
針（地方行革大綱）の策定について」（昭和 年１月自治事務次官通知）
では、地方公共団体の行政改革の推進に一層の努力が求められ、現在に至
るまで不断の取り組みが行われている。この方針では、事務事業の見直
し、給与や定員管理の適正化、アウトソーシングの推進等が重点項目とし
て掲げられ、行政改革大綱の策定及び公表が要請された。

（２）平成６年度以降の総職員数と行政改革の取組内容

地方公務員の総職員数は、平成６年度の 万人をピークとして 年
連続で減少し、平成 年度は 万人と対平成６年度で 万人減少
した。一方で、近年の防災体制の強化や地域福祉・医療の充実に伴い、一
般行政部門や公営企業等会計部門の職員数が増加していることにより、平
成 年度の総職員数は増加に転じている（図１）。
平成６年度以降の行政改革の取組として、まず、「地方公共団体におけ

る行政改革推進のための指針の策定について」（平成６年 月自治事務次
官通知）及び「地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政改革推進
のための指針の策定について」（平成９年 月自治事務次官通知）によっ
て、定員管理計画の策定及び公表とともに適切な職員配置が求められ、総
職員数が減少していったことが挙げられる。
また、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針の策

定について」（平成 年３月総務事務次官通知）により各地方公共団体は
行政改革大綱の策定又は見直しとともに、具体的な取組を「集中改革プラ
ン」として明示し公表することが求められた。この指針では行政改革推進
上の主要事項として、指定管理者制度やＰＦＩ 手法の活用等の具体的方策
が掲げられるとともに、市町村合併や団塊の世代の大量退職に合わせた定
員管理と適正化計画における明確な数値目標の設定・公表、給与や第三セ
クター等の見直しなどが求められており、この取組によって行政改革の推

の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経
営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法を指す。
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進と地方公務員数の減少はより一層加速したといえる。また、簡素で効率
的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成 年法律
第 号）において、全ての地方公共団体で合計して ％の総職員数の純
減が目標として示された。しかし、職員を部門別にみると、一般行政部門
のうち福祉関係や教育・警察・消防部門は、国の法令等による職員の配置
基準が定められている場合が多いため、地方公共団体が主体的に職員配置
の見直しを行うことが困難であり、また、職員配置が直接住民サービスに
影響を及ぼす部門である。このため、各地方公共団体では、国の法令等に
よる職員の配置基準が少なく、地方公共団体が主体的に職員配置を決める
余地が比較的大きい一般行政部門（福祉関係除く。）や、独立採算を基調
として企業経営の観点から定員管理が行われている公営企業等会計部門を
中心とした総職員数の更なる削減に取り組んでいくこととなった。

（３）今後の行政改革

今日においては多くの地方公共団体でアウトソーシングや指定管理者制
度の活用等が取り組まれている等、行政改革は各地方公共団体の状況に応
じて自主的・主体的に推進されている。
他方で、複雑・多様化する行政ニーズや頻発する災害対応など、地方公

共団体を取り巻く環境は厳しさを増している中、日本全体の人口減少、少
子高齢化により、地方公共団体の労働力と財源は今後、一層制約されてい
くものと考えられる。持続可能な財政運営を行っていくためには、ＡＩや
ＲＰＡ などの導入による事務の自動化・省力化を図るとともに、職員の適
正な配置と総職員の最適数を見定めた上で人件費を適切に見積もり、か
つ、少数でも直接的な住民サービスの提供を支えることが出来る能力を持
つ職員を育成するなどの取組が期待される。
なお、これまでの行政改革の推進によって職員数が大幅に減少したた

め、事務事業の見直しとともに、それまで地方公共団体の職員が直接担っ
てきた行政サービスの一部を、外部委託や民営化といった手法により行っ
てきた。これを財政上の観点からみると、職員の人件費から、委託料をは
じめとする物件費等の経費によって、福祉や介護、教育などの行政サービ
スが維持されているといえる。今後、行政改革を推進するに当たって、こ
のような影響も総合的に把握する視点を持つことが重要であると考えられ
る。

の略。これまで人間が行ってきた定型的なパソコン操作を
ソフトウエアのロボットにより自動化することを指す。

２．地方公共団体における総職員数の推移と行政改革の取組内容

（１）高度経済成長期から平成６年度までの総職員数と行政改革の取組内容

行政サービスの担い手である我が国の地方公共団体の総職員数をみる
と、高度経済成長やベビーブーム等による行政需要の拡大に伴い昭和 年
度まで増加を続け、その後、一旦減少に転じたものの、平成元年度以降は
公共投資の増加や地域福祉・医療の充実に伴い、平成６年度まで増加を続
けた。
地方公共団体においては、国に先駆けて昭和 年度前後から行政改革に

取り組んだところである。また、「地方公共団体における行政改革推進の方
針（地方行革大綱）の策定について」（昭和 年１月自治事務次官通知）
では、地方公共団体の行政改革の推進に一層の努力が求められ、現在に至
るまで不断の取り組みが行われている。この方針では、事務事業の見直
し、給与や定員管理の適正化、アウトソーシングの推進等が重点項目とし
て掲げられ、行政改革大綱の策定及び公表が要請された。

（２）平成６年度以降の総職員数と行政改革の取組内容

地方公務員の総職員数は、平成６年度の 万人をピークとして 年
連続で減少し、平成 年度は 万人と対平成６年度で 万人減少
した。一方で、近年の防災体制の強化や地域福祉・医療の充実に伴い、一
般行政部門や公営企業等会計部門の職員数が増加していることにより、平
成 年度の総職員数は増加に転じている（図１）。
平成６年度以降の行政改革の取組として、まず、「地方公共団体におけ

る行政改革推進のための指針の策定について」（平成６年 月自治事務次
官通知）及び「地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政改革推進
のための指針の策定について」（平成９年 月自治事務次官通知）によっ
て、定員管理計画の策定及び公表とともに適切な職員配置が求められ、総
職員数が減少していったことが挙げられる。
また、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針の策

定について」（平成 年３月総務事務次官通知）により各地方公共団体は
行政改革大綱の策定又は見直しとともに、具体的な取組を「集中改革プラ
ン」として明示し公表することが求められた。この指針では行政改革推進
上の主要事項として、指定管理者制度やＰＦＩ 手法の活用等の具体的方策
が掲げられるとともに、市町村合併や団塊の世代の大量退職に合わせた定
員管理と適正化計画における明確な数値目標の設定・公表、給与や第三セ
クター等の見直しなどが求められており、この取組によって行政改革の推

の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経
営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法を指す。
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＜図１＞ 地方公共団体の総職員数の推移

（総務省公表資料より転載）
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３．地方財政の現状等

地方公共団体の総体として地方財政をみると、財源不足は地方税収等の落
込みや減税等により平成６年度以降急激に拡大し、平成 年度には景気後
退に伴う地方税や地方交付税の原資であった国税 税 の落ち込みにより、過
去最大の 兆円に達した。平成 年度は、地方税収入や地方交付税の原
資となる国税収入が増加すること等に伴い、通常収支にかかる財源不足は

兆円となったが、依然として大幅なものとなっている。財源不足が生じ
ている主な要因として、高齢化の進展等による社会保障関係費の自然増が挙
げられる。歳出総額のピークであった平成 年度における社会保障関係費
等の一般行政経費をみると 兆円だったが、平成 年度には 兆円
（＋ 兆円・＋ ％）まで増加している。一方で、地方財政計画は全体
として抑制基調にあり、これは給与関係経費や投資的経費の減少が寄与して
いる。これらの経費を同様に平成 年度と比較すると、給与関係経費は平
成 年度の 兆円に対して平成 年度には 兆円（▲ 兆円・▲

％）、投資的経費は平成 年度の 兆円に対して平成 年度には
兆円（▲ 兆円・▲ ％）と、いずれも大幅に減少している（図

２）。歳出総額に占める各経費の割合についても、平成 年度は一般行政経
費 ％、給与関係経費 ％、投資的経費 ％であったのが、平成
年度には一般行政経費 ％、給与関係経費 ％、投資的経費 ％とな
っており、構成も大きく変化している。
これらの経費については、社会保障関係費の自然増は今後も当面続くこと

が見込まれる一方、人件費については上述のとおり平成 年度に地方公務
員数が増加に転じており、また、投資的経費についても公共施設等の老朽化
対策や国土強靱化の推進等の課題への取組が求められているため、これまで
のような人件費及び投資的経費の減少は期待できない。したがって、これら
の減少による財源の確保が見込めない中で、社会保障関係費の増加に対応し
た財政運営を行わなければならないこととなる。

所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税を指す。

＜図１＞ 地方公共団体の総職員数の推移

（総務省公表資料より転載）
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＜図２＞ 地方財政計画の歳出の推移

（総務省公表資料より転載）
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４．本調査研究における人件費推計の前提となる構成要素の整理・分析

これまでに述べてきた現状認識に基づき、本調査研究では予見性をもった
財政運営の取組の一助とするために、各地方公共団体で人件費の変動を簡易
に推計するための推計表を作成することとする。本章では、その前提となる
人件費の構成要素を細分化し、整理・分析を行った。

（１）人件費の内訳

人件費の内訳はⅰ基本給、ⅱ手当、ⅲ退職金及びⅳその他の４種類に分
類することができる（図３）。

ⅰ基本給は一般職の職員に対して支払われるもので、職員数×平均給料
額により算出される。人件費全体に対する割合は約 ％を占める。

ⅱ手当については、その大宗を占める期末・勤勉手当 も含めて多くが基
本給に連動し、その割合は手当全体の約 ％となる。手当の人件費全体に
対する割合は約 ％を占める。

ⅲ退職金は、以下の算式で計算される。
退職金＝（退職日の給料月額）×（退職理由に応じた勤続年数別

支給率）＋（調整額）

退職金は退職者の勤続年数や退職理由、退職者数等により年度間の変動
が大きく、また、各地方公共団体が退職手当組合 に加入しているかどうか
で対応の必要性も異なる等、年度間で一律の分析をし、その対応を検討す
ることが困難であるため、本推計の対象から除外することとする（退職金
の影響については後述）。退職金の人件費全体に対する割合は約９％を占め
る。

ⅳその他については、その大宗を占める地方公務員共済組合等負担金
（＝社会保険料の雇用主負担）と災害補償費は基本給と連動し、その割合
は約 ％となる。その他の人件費全体に対する割合は約 ％を占める。

・期末手当＝（（基本給＋専門スタッフ職調整手当＋扶養手当）の月額＋地域手当の
月額＋役職段階別加算額＋管理職加算額）×期別支給割合×在職期間別
割合

・勤勉手当＝（（基本給＋専門スタッフ職調整手当）の月額＋地域手当の月額＋役職
段階別加算額＋管理職加算額）×期間率×成績率

都道府県毎に作られている一部事務組合で、各都道府県の市町村が任意に加入してい
る。加入の各市町村が納入する負担金で、当該組合が各加入団体の退職手当を代弁する。

＜図２＞ 地方財政計画の歳出の推移

（総務省公表資料より転載）

－ 11－



＜図３＞ 人件費の内訳（全団体）

（総務省「平成 30年版地方財政白書」第 53図より機構において加工）

以上を踏まえ、ⅰ基本給並びに基本給に連動するⅱ手当及びⅳその他の
割合の合計が人件費全体の ％超を占めることから、基本給の構造を中心
に分析を進める。

（２）ⅰ基本給の構造について

ⅰ基本給の構造は①職員数、②平均給料額で構成され、その総額は①職
員数×②平均給料額で算出される。

①職員数について
職員数について、地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条第３

項において「職員の定数は、条例でこれを定める」と規定されており、
各地方公共団体において職員定数条例を定めているところであるが、多
くの団体で自主的に定員管理計画を策定しており、これに基づいて計画
的な定員管理に取り組んでいる。このため、個々の地方公共団体の将来
における職員数については、各団体の定員管理計画等で示されている目
標の定員を踏まえる必要がある。
なお、地方公務員は身分が保障されている ため、職員数の増減につい

て、任用主体である地方公共団体は基本的に採用数の増減によってでし
か管理できない。

地方公務員法（昭和 年法律第 号）第 条第２項
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〇推計の対象職員について
一般職の職員は本調査研究の対象の中核となるものである。

ただし、一般職のうち、公営企業等会計部門の職員については、一般
行政部門の職員と異なり、各企業の提供する財貨又はサービスの対価で
ある料金収入によって人件費も含めて賄う企業経営の観点から、独立採
算を基調として定員管理が行われている部門である。また、地方公共団
体（一般会計）の予算・決算上も人件費に含まれていないことから、本
推計の対象外とする。

また、人件費のうちⅳその他の中に特別職 の基本給も入っているが、
経験年数に関わらず一定額が支給され、年齢構成により人件費が変動し
ないため、本推計の対象外とする。

さらに、臨時・非常勤職員、再任用職員等については、各地方公共団
体によってその任用や給付の取扱いが様々であり、今後に大幅な制度改
正が予定されていることを踏まえ、現時点では人件費の推計の対象外と
する 。

特別職について定めている地方公務員法第３条第３項各号の規定は以下のとおり。
一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを
必要とする職

一の二 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程によ
り設けられた委員及び委員会（審議会その他これに準ずるものを含む。）の構成員の
職で臨時又は非常勤のもの

二の二 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で
指定するもの

五 非常勤の消防団員及び水防団員の職
六 特定地方独立行政法人の役員
なお、決算統計ハンドブックの人件費の内訳の記入要領において「臨時職員給与には、

一般職に属する臨時職員等のうち、その職名のいかんを問わず、常時勤務に服することを
要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日（中略）が 日以上ある月
が調査期日において引き続いて 月を超える職員に係る賃金等の給与を計上する」とさ
れている。

推計対象 推計対象外

一般職の職員のうち右記以外の者
（一般行政職、教員、警察、消防）

公営企業等会計部門の職員、特別
職、臨時・非常勤職員等

地方公務員

＜図３＞ 人件費の内訳（全団体）

（総務省「平成 30 年版地方財政白書」第 53 図より機構において加工）

以上を踏まえ、ⅰ基本給並びに基本給に連動するⅱ手当及びⅳその他の
割合の合計が人件費全体の ％超を占めることから、基本給の構造を中心
に分析を進める。

（２）ⅰ基本給の構造について

ⅰ基本給の構造は①職員数、②平均給料額で構成され、その総額は①職
員数×②平均給料額で算出される。

①職員数について
職員数について、地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条第３

項において「職員の定数は、条例でこれを定める」と規定されており、
各地方公共団体において職員定数条例を定めているところであるが、多
くの団体で自主的に定員管理計画を策定しており、これに基づいて計画
的な定員管理に取り組んでいる。このため、個々の地方公共団体の将来
における職員数については、各団体の定員管理計画等で示されている目
標の定員を踏まえる必要がある。
なお、地方公務員は身分が保障されている ため、職員数の増減につい

て、任用主体である地方公共団体は基本的に採用数の増減によってでし
か管理できない。

地方公務員法（昭和 年法律第 号）第 条第２項
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なお、団体区分別の職種別の一般職の職員数はそれぞれ以下のとおりで
ある（表１）。

＜表１＞ 平成 29 年度職種別職員構成（都道府県、指定都市、市区町村別）

②平均給料額について
一般職の地方公務員の給与は、地方公務員法（昭和 年法律第

号）第 条第１項の規定において、「その職務と責任に応じるものでな
ければならない」とされており、一定期間勤務することで、職務遂行能
力が増大し昇給されることとなるため、平均給料額は職員の平均年齢と
強い相関性を持つことになる（図４）。このため、特定の地方公共団体の
平均給料額の変動の推計に当たっては、職員の平均年齢をベースに検討
する。

＜図４＞ 平均給料月額 と年齢の相関図（全団体）

（総務省各年「地方公務員給与の実態」表―11を基に機構において作成）

平均給料月額は地方公務員給与実態調査における概念で調査年度の４月１日時点の数値

（人・％）

都 道 府 県
指 定 都 市
市 区 町 村

都 道 府 県
指 定 都 市 － － － －
市 区 町 村 － － － －

（注）教育長を含まない。

総計
うち公営企業

（総務省「平成29年地方公務員給与の実態―平成29年４月１日地方公務員給与実態調査結果―」第１表より機構において加工）

区分 一般行政関係 消防関係 教育関係
うち教育公務員

区分 警察関係 公営事業会計関係
特定地方独立
行政法人

相関係数
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職員の平均年齢は、退職者と新規採用職員に係る要素を除くと毎年度全
職員が１歳加齢することで、平均年齢が１歳上昇することになる。
退職者と新規採用職員の増減が平均年齢に与える影響については、全職

員が定年退職をするものとし、退職者数と同数を新規採用すると仮定した
場合、平均年齢の増減モデルは表２のとおりである。

＜表２＞ 職員の年齢構成の偏在が平均年齢に与える影響（モデルケース）

年齢別の職員構成が偏在している場合、毎年度平均年齢が変動すること
となり、これに伴って年度間で平均給料額、つまり人件費が変動すること
となる。
中期的に見た場合、高齢層が多い団体（表２の①）は平均年齢が高いが

退職及びこれに伴う採用により若年層が増加し、平均年齢が低下する（平
均給料額が減少する）。他方、若年層が多い団体（表２の③）は平均年齢が
低いが退職者が少なく、平均年齢は上昇する（平均給料額が増加する）。

（３）人件費の変動の要因分析（マクロ）

以上を踏まえ、人件費の変動を平成 年度から平成 年度までの全団
体分の決算データを用いて、マクロで要因分析を行った。
全団体の過去 年度分の人件費決算額の増減を、職員数と平均給料月額

のみの要因と仮定して分析したものが図５である。人件費の額は、各年度
において職員数及び平均給料月額の双方の影響により減少している。平成
年度までは職員数の減少による影響が大きいが、平成 年度以降は、

職員数の増減による影響が横ばいであるのに対し、平均給料月額の増減に
よる影響が大きくなっている。

①高齢層＞若年層 （人／歳） ②高齢層＝若年層 （人／歳） ③高齢層＜若年層 （人／歳）

20～24歳 20～24歳 20～24歳
25～29歳 25～29歳 25～29歳
30～34歳 30～34歳 30～34歳
30～39歳 30～39歳 30～39歳
40～44歳 40～44歳 40～44歳
45～49歳 45～49歳 45～49歳
50～54歳 50～54歳 50～54歳
55～60歳 55～60歳 55～60歳

合計 合計 合計
平均年齢 平均年齢 平均年齢

年齢区分
職員数

年齢区分
職員数

年齢区分
職員数

平均年齢の増減▲ 2.0平均年齢の増減 平均年齢の増減

なお、団体区分別の職種別の一般職の職員数はそれぞれ以下のとおりで
ある（表１）。

＜表１＞ 平成 29 年度職種別職員構成（都道府県、指定都市、市区町村別）

②平均給料額について
一般職の地方公務員の給与は、地方公務員法（昭和 年法律第

号）第 条第１項の規定において、「その職務と責任に応じるものでな
ければならない」とされており、一定期間勤務することで、職務遂行能
力が増大し昇給されることとなるため、平均給料額は職員の平均年齢と
強い相関性を持つことになる（図４）。このため、特定の地方公共団体の
平均給料額の変動の推計に当たっては、職員の平均年齢をベースに検討
する。

＜図４＞ 平均給料月額 と年齢の相関図（全団体）

（総務省各年「地方公務員給与の実態」表―11 を基に機構において作成）

平均給料月額は地方公務員給与実態調査における概念で調査年度の４月１日時点の数値

（人・％）

都 道 府 県
指 定 都 市
市 区 町 村

都 道 府 県
指 定 都 市 － － － －
市 区 町 村 － － － －

（注）教育長を含まない。

総計
うち公営企業

（総務省「平成29年地方公務員給与の実態―平成29年４月１日地方公務員給与実態調査結果―」第１表より機構において加工）

区分 一般行政関係 消防関係 教育関係
うち教育公務員

区分 警察関係 公営事業会計関係
特定地方独立
行政法人

相関係数
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＜図５＞ 基本給の増減要因分析（推計値）（全団体）

（総務省各年度「地方財政白書」及び各年「地方公務員給与の実態」表―11を基に機構において作成）

注１） 本表は、各年度の性質別歳出純計決算額より抽出した人件費中職員給のうち基本給について、地方公務員の全

会計・全職種の職員数及び平均給料月額を用いて算出した推計値である。したがって、公営企業等会計職員等が基本給
では含まれていないが、職員数及び平均給料月額には含まれている。

注２） なお、本表は以下の算式により算出した。

区分
職員数（人）
平均給料月額（円）
職員平均年齢（全職種）（歳）

●平均給料月額

○職員数

（X年度基本給額－基準年度基本給額）

（X年度基本給額－基準年度基本給額） ×

（X年度職員数－基準年度職員数）／基準年度平均給料月額

（X年度平均給料月額－基準年度平均給料月額）／基準年度職員数

（X年度職員数－基準年度職員数）／基準年度平均給料月額＋（X年度平均給料月額－基準年度平均給料月額）／基準年度職員数

（X年度職員数－基準年度職員数）／基準年度平均給料月額＋（X年度平均給料月額－基準年度平均給料月額）／基準年度職員数

×
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（４）人件費の将来推計

①ⅰ基本給
前述のとおり、ⅰ基本給の将来推計を行うに当たって、職員数と平均給

料額をベースにする。
職員数は各地方公共団体の定員管理計画等に基づく目標値（＝将来の職

員数）を適切に反映することとし、平均給料額は推計時点の年齢別の一人
当たりの基本給を基に、毎年度職員が加齢することによる新たな年齢構成
に基づいて推計し（表３）、これに過去の新規採用と退職の傾向を反映した
ものとする。

＜表３＞ 基本給総額の推計（モデルケース）
（全職員が定年退職するものとし、退職者と同数を 19歳で採用する場合）

職員数については、職員数が増加すれば基本給は増加し、職員数が減少
すれば基本給は減少する。各地方公共団体にあっては、定員管理計画等に
基づく目標値が増加する場合はこれによる人件費の増加分を適切に見積も
る必要がある。

平均給料額については、例えば、団塊の世代の大量退職等に伴う補充と
して同数を新規に採用した場合に短期的には平均給料額は減少（平均年齢
は低下）するが、長期的には当該新規採用職員が平均職員年齢を超える
と、他の条件が同一であるならば、平均給料額が増加（平均年齢は上昇）
に転じることになる。
平均給料額の増減は年齢別の職員構成が均一でないことから生じるもの

で、職員構成を均一にしない限り、一時的に平均給料額の減少があっても
いずれ増加局面を迎えることになる。逆に、一時的に平均給料額が増加局
面であってもいずれ減少局面を迎えることになる（表４）。

＜図５＞ 基本給の増減要因分析（推計値）（全団体）

（総務省各年度「地方財政白書」及び各年「地方公務員給与の実態」表―11 を基に機構において作成）

注１） 本表は、各年度の性質別歳出純計決算額より抽出した人件費中職員給のうち基本給について、地方公務員の全

会計・全職種の職員数及び平均給料月額を用いて算出した推計値である。したがって、公営企業等会計職員等が基本給
では含まれていないが、職員数及び平均給料月額には含まれている。

注２） なお、本表は以下の算式により算出した。

区分
職員数（人）
平均給料月額（円）
職員平均年齢（全職種）（歳）

●平均給料月額

○職員数

（X年度基本給額－基準年度基本給額）

（X年度基本給額－基準年度基本給額） ×

（X年度職員数－基準年度職員数）／基準年度平均給料月額

（X年度平均給料月額－基準年度平均給料月額）／基準年度職員数

（X年度職員数－基準年度職員数）／基準年度平均給料月額＋（X年度平均給料月額－基準年度平均給料月額）／基準年度職員数

（X年度職員数－基準年度職員数）／基準年度平均給料月額＋（X年度平均給料月額－基準年度平均給料月額）／基準年度職員数

×
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＜表４＞ 退職者数と同数を新規採用する場合の平均年齢（＝平均給料額）の
推移（モデルケース）

また、年齢別の職員構成に偏在が大きい程、平均給料総額の増減の幅が
大きくなると考えられる（図６）。

＜図６＞ 想定される職員の平均給料総額の振幅（イメージ）

 ―…人件費の波の振れ幅が大きい＝年齢別の職員構成の偏在が大きい
 ―…人件費の波の振れ幅が小さい＝年齢別の職員構成の偏在が小さい

（人）

20～24歳
25～29歳
30～34歳
30～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～60歳

合計
平均年齢

推移

年齢区分
職員数
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②ⅱ手当及びⅳその他
ⅱ手当及びⅳその他の内訳を、基本給に連動するもの（期末・勤勉手

当、地方公務員共済組合等負担金等）と基本給に連動しないもの（通勤手
当、特別職の給与等）に分類したときに、基本給に連動しないもののう
ち、手当については個々の職員がその生活環境等から支給要件に該当する
か否かで支給額が定まる等のものであり、その他についても一定額が支給
等されるもので、いずれにしてもその推計を一律に行うことが困難であ
る。このため、推計に当たっては、ⅱ手当及びⅳその他のうち、基本給に
連動するものをベースにすることが望ましいと考えられる。

＜表４＞ 退職者数と同数を新規採用する場合の平均年齢（＝平均給料額）の
推移（モデルケース）

また、年齢別の職員構成に偏在が大きい程、平均給料総額の増減の幅が
大きくなると考えられる（図６）。

＜図６＞ 想定される職員の平均給料総額の振幅（イメージ）

 ―…人件費の波の振れ幅が大きい＝年齢別の職員構成の偏在が大きい
 ―…人件費の波の振れ幅が小さい＝年齢別の職員構成の偏在が小さい

（人）

20～24歳
25～29歳
30～34歳
30～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～60歳

合計
平均年齢

推移

年齢区分
職員数
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（参考）退職金の影響について

ⅲ退職金の影響について、退職手当組合に加入している場合と加入していな
い場合の影響はそれぞれ以下のとおり。

①退職手当組合に加入している場合
毎年度退職手当組合に負担金を納付することとなっており、当該負担

金の額は、概ね以下の式で算出されている。

負担金の額＝職員の給料月額×負担率（例：東京都の場合 10％）＋特別負担金（※）

※（勧奨退職等により割増で支給される退職金の額）―（普通退職で支給される退職金の額）

このように、退職手当組合への負担金の額の多くは給料月額に連動す
ることから、退職手当組合に加入している場合の負担金を、基本給の推
計に加味した場合、人件費総額の振幅はさらに大きくなるものと想定さ
れる。

②退職手当組合に非加入の場合
 毎年度退職する者に対して、当該団体で退職手当を支払わなければな

らないため、
・退職する者が多く、退職金が増加する年度の翌年度は平均給料額が減少

する
・退職する者が少なく、退職金が減少する年度の翌年度は平均給料額が増

加する
と考えられる。

また、
・退職する者が多く平均職員年齢が低下する基調の中では、平均給料額は

減少するものの、退職金は増加する
・退職する者が少なく平均職員年齢が上昇する基調の中では、平均給料額

は増加するものの、退職金は減少する
といえる。

このように、退職手当組合に非加入の場合は、平均給料額の増減によ
る人件費への影響が退職金の増減により一定程度相殺されることにな
る。
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５．推計条件の設定

「１．地方公共団体における人件費の長期推計の意義」及び「４．本調査研
究における人件費推計の前提となる構成要素の整理・分析」で整理した内容を
踏まえ、標準的な推計条件を以下のとおり設定し、この条件に従うよう数式を
組み込んだ ファイル（以下「推計シート」という。）を作成した（参考資
料１）。

標準的な推計条件

（推計期間）
〇 一般職の地方公務員の在職期間を概ね 40 年程度とすると、人件費の変
動は概ね 40 年で一巡することになると考えられる。また、近年は各地方
公共団体で採用される者の年齢に幅があるため、一巡目のサイクルの振
幅より二巡目の振幅の方が縮小すると考えられる。この傾向が人件費の
推計に与える影響を把握するためにも、推計の期間を 80 年とした。

（推計方法）
○ 推計年度の年齢別職員数・年齢別平均給与支給額・年齢別平均社会保
険料のデータをベースとして固定。

○ 以降の年度については、前年度の年齢別職員数に変化率を乗じ、将来
の予定職員数（＝定員管理計画等に基づく目標値）を加味し、翌年度の
年齢別職員数の推計値を算出。変化率については、以下のとおり。

・退 職 率：過去５か年度の実績から、退職者合計に占める 19 歳か
ら 60 歳までの各年齢の退職者数を元に算出

・新規採用率：過去５か年度の実績から、採用者合計に占める 19 歳か
ら 60 歳までの各年齢の採用者数を元に算出

具体的には、当該年度の各年齢別職員数に対して退職率を乗じること
により年度末時点で退職者を減じた状態の職員数を割り出し、その後、
各地方公共団体で設定する将来の予定職員数に対して不足する職員数
を、採用率に従って補充することにより翌年度の各年齢別職員数を算出
している。また、将来の予定職員数の方が少ない又は同数の場合は、新
規採用を行わず、退職者の自然減のみが反映されるよう設定している。

以上が標準的な推計条件であるが、推計に当たっては各地方公共団体で基礎
データの管理方法が異なっているものと考えられる。このため、各地方公共団
体で簡便に推計シートを作成できるよう、基礎となる年度の実績値を詳細版、
それに類するデータを簡易版として以下のとおり整理した（表５）。

（参考）退職金の影響について

ⅲ退職金の影響について、退職手当組合に加入している場合と加入していな
い場合の影響はそれぞれ以下のとおり。

①退職手当組合に加入している場合
毎年度退職手当組合に負担金を納付することとなっており、当該負担

金の額は、概ね以下の式で算出されている。

負担金の額＝職員の給料月額×負担率（例：東京都の場合 10％）＋特別負担金（※）

※（勧奨退職等により割増で支給される退職金の額）―（普通退職で支給される退職金の額）

このように、退職手当組合への負担金の額の多くは給料月額に連動す
ることから、退職手当組合に加入している場合の負担金を、基本給の推
計に加味した場合、人件費総額の振幅はさらに大きくなるものと想定さ
れる。

②退職手当組合に非加入の場合
 毎年度退職する者に対して、当該団体で退職手当を支払わなければな

らないため、
・退職する者が多く、退職金が増加する年度の翌年度は平均給料額が減少

する
・退職する者が少なく、退職金が減少する年度の翌年度は平均給料額が増

加する
と考えられる。

また、
・退職する者が多く平均職員年齢が低下する基調の中では、平均給料額は

減少するものの、退職金は増加する
・退職する者が少なく平均職員年齢が上昇する基調の中では、平均給料額

は増加するものの、退職金は減少する
といえる。

このように、退職手当組合に非加入の場合は、平均給料額の増減によ
る人件費への影響が退職金の増減により一定程度相殺されることにな
る。
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＜表５＞ 基礎データ算出方法

項目 詳細版 簡易版

平均給与支給額 個人毎決算額に基づき算出 給与実態調査又は決算統計
の基礎資料を用いて算出

平均社会保険料 個人毎決算額に基づき算出 給与実態調査又は決算統計
の基礎資料を用いて算出

なお、実員のいない年齢の平均給与支給額及び平均社会保険料について、
実績のある直近前後の年齢から線形補間することを想定している。

また、平均社会保険料について、所属毎に決算を行っているなど年齢別に
把握していない場合は、平均給与支給額に連動するものとして按分する方法
が考えられる。

 

詳細版と簡易版の推計の範囲の異同は以下のとおり（図７）。

＜図７＞ 推計の範囲

（e-Stat「地方財政状況調査」都道府県分第 16 表及び市町村分第 15 表（2017 年）を基に機構において作成）

－ 22－



なお、ⅱ手当及びⅳその他について、それぞれの一覧と各項目が全体の中で
占める割合、基本給連動の有無は次のとおり（表６、表７）。

＜表６＞ ⅱ手当の一覧と各項目の割合（全団体）

（e-Stat「地方財政状況調査」都道府県分第 16表及び市町村分第 15表（2017 年）を基に機構において作成）

＜表７＞ ⅳその他の一覧と各項目の割合（全団体）

（e-Stat「地方財政状況調査」都道府県分第 16表及び市町村分第 15表（2017 年）を基に機構において作成）

（億円・％）
項　　目 決算額 構成比 基本給連動

住居手当
通勤手当
単身赴任手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当 ✓
宿日直手当
管理職員特別勤務手当
休日勤務手当 ✓
管理職手当
期末勤勉手当 ✓
寒冷地手当
夜間勤務手当 ✓
特地勤務手当 ✓
義務教育等教員特別勤務手当
初任給調整手当
農林漁業普及指導手当 ✓
その他

合　　計

（億円・％）
項　　目 決算額 構成比 基本給連動

議員報酬等
委員等報酬
特別職の給与
地方公務員共済組合等負担金 ✓
恩給及び退職年金
災害補償費 ✓
職員互助会補助金
その他

合　　計

＜表５＞ 基礎データ算出方法

項目 詳細版 簡易版

平均給与支給額 個人毎決算額に基づき算出 給与実態調査又は決算統計
の基礎資料を用いて算出

平均社会保険料 個人毎決算額に基づき算出 給与実態調査又は決算統計
の基礎資料を用いて算出

なお、実員のいない年齢の平均給与支給額及び平均社会保険料について、
実績のある直近前後の年齢から線形補間することを想定している。

また、平均社会保険料について、所属毎に決算を行っているなど年齢別に
把握していない場合は、平均給与支給額に連動するものとして按分する方法
が考えられる。

 

詳細版と簡易版の推計の範囲の異同は以下のとおり（図７）。

＜図７＞ 推計の範囲

（e-Stat「地方財政状況調査」都道府県分第 16 表及び市町村分第 15 表（2017 年）を基に機構において作成）
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これらを整理し作成した推計シートについて一部の地方公共団体に推計を依
頼し、提供のあったデータを次章において分析する。なお、推計シートの見方
については以下のとおり（表８）。

＜表８＞ 推計シートの見方

① 推計年度の人件費を基準（原点）とする。
② 青線が人件費の変動の推移を表している。また、赤線は平均値（人件費の
変動の和／推計期間）である。

③ 人件費の変動の推移の中で、緑に着色されているのは、単年度で最も減少
した（傾きが最小）年度で、黄に着色されているのは単年度で最も増加した
（傾きが最大）年度である。

④ 推計期間中、最小値までの減少局面の傾きと、最小値からの増加局面の傾
きをそれぞれ算出している。

⑤ 赤字で表記されているのは、平均値を上回る期間の当該人件費と平均値と
の差を当該期間分足し合わせたもので、括弧書きで当該期間とその期間中の
平均を記載している。また、青字で表記されているのは、平均値を下回る期
間の当該数値と平均値との差の絶対値を当該期間分足し合わせたもので、括
弧書きで当該期間とその期間中の平均を記載している。

⑥ 参考として、平成 29 年度決算における歳出総額及び人件費の概数を表記
しており、赤字の括弧書きで（推計期間中の最大値と最小値の差）／（人件
費の概数）の百分率を表記している。

⑦ 参考として、最大値と最小値における職員の年齢構成を表示している。

②

③

④

⑤

⑥

⑦

①

－ 24－



６．サンプル団体の推計結果と分析

推計シートを用いて、人口規模や人件費等が様々な以下の５団体（Ａ～Ｅ団
体）において人件費の変動を推計し、その結果を元に分析を行った。

各サンプル団体の概要については、以下のとおり（表９）。

＜表９＞ サンプル団体の人口規模及び人件費の概数

団体名
人口規模

（平成27年度国勢調査）
人件費（普通会計）

（平成29年度地方財政状況調査）

A団体
（市町村）

約１万人 約900百万円

B団体
（市町村）

約５万人 約3,000百万円

C団体
（市町村）

約15万人 約7,000百万円

D団体
（市町村）

約50万人 約35,000百万円

E団体
（都道府県）

約150万人 約200,000百万円

これらを整理し作成した推計シートについて一部の地方公共団体に推計を依
頼し、提供のあったデータを次章において分析する。なお、推計シートの見方
については以下のとおり（表８）。

＜表８＞ 推計シートの見方

① 推計年度の人件費を基準（原点）とする。
② 青線が人件費の変動の推移を表している。また、赤線は平均値（人件費の
変動の和／推計期間）である。

③ 人件費の変動の推移の中で、緑に着色されているのは、単年度で最も減少
した（傾きが最小）年度で、黄に着色されているのは単年度で最も増加した
（傾きが最大）年度である。

④ 推計期間中、最小値までの減少局面の傾きと、最小値からの増加局面の傾
きをそれぞれ算出している。

⑤ 赤字で表記されているのは、平均値を上回る期間の当該人件費と平均値と
の差を当該期間分足し合わせたもので、括弧書きで当該期間とその期間中の
平均を記載している。また、青字で表記されているのは、平均値を下回る期
間の当該数値と平均値との差の絶対値を当該期間分足し合わせたもので、括
弧書きで当該期間とその期間中の平均を記載している。

⑥ 参考として、平成 29 年度決算における歳出総額及び人件費の概数を表記
しており、赤字の括弧書きで（推計期間中の最大値と最小値の差）／（人件
費の概数）の百分率を表記している。

⑦ 参考として、最大値と最小値における職員の年齢構成を表示している。

②

③

④

⑤

⑥

⑦

①
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団体名：Ａ団体

・人口規模：約１万人

・人 件 費：約９億円

推計にあたっての前提条件となる平成 年度の年齢別職員構成は、以下の
とおり（図８）。

＜図８＞ 年齢別職員構成（Ａ団体）

 歳～ 歳代前半と比較して、 歳代以降の割合が高い構造になって
いる。

 他世代と比較すると、 歳代後半の割合が低い。

過去５か年度分の退職傾向及び採用傾向は、以下のとおり（図９）。

＜図９＞ 退職傾向及び採用傾向（Ａ団体）

 歳の定年満了よりも、それ以前に退職する割合の方が高い。
 採用は 歳代前半がその大宗を占めており、 歳代後半の職員の採用

はほとんど行われない。
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＜図 10＞ 職員給等の長期推計（Ａ団体）

 歳代から 歳までの割合が高い構造になっており、それらの職員が
順次退職していくため、推計開始時点から平成 年度までは減少基調
にあるものの、この世代が全て退職する平成 年度を境に増加に転じ
る。

 その後、平成 年度までは、現在 歳代後半の人数が少ない世代が最
も平均給与支給額の高い 歳代後半に差し掛かっていることと、退職
者が少ないことから増加要因は昇給分のみのため、ほぼ横ばいとなる。
しかし、それ以降の世代が 歳代後半に差し掛かると、平均給与支給
額の高い層の割合が大きく伸びるため、平成 年度からの急激に増加
する。

 推計時点からの減少局面（平成 年度から平成 年度まで）と増加局
面（平成 年度から平成 年度まで）を比較すると、平均の傾きはそ
れぞれ－ と であり、緩やかな減少局面が 年間続いた後、急激
に増加することになる。

 推計期間を通じた平均値との差に着目すると、平成 年度から平成
年度まで平均値を下回っており、その総額は２億 万円であり、こ
の 年間の平均は約 万円である。しかし、平成 年度から平成
年度まで平均値を上回る局面（総額２億 万円、平均 万

円）を迎えるため、上回る局面での単年度負担が大きいことを踏まえた
財政運営が必要であるといえる。

団体名：Ａ団体

・人口規模：約１万人

・人 件 費：約９億円

推計にあたっての前提条件となる平成 年度の年齢別職員構成は、以下の
とおり（図８）。

＜図８＞ 年齢別職員構成（Ａ団体）

 歳～ 歳代前半と比較して、 歳代以降の割合が高い構造になって
いる。

 他世代と比較すると、 歳代後半の割合が低い。

過去５か年度分の退職傾向及び採用傾向は、以下のとおり（図９）。

＜図９＞ 退職傾向及び採用傾向（Ａ団体）

 歳の定年満了よりも、それ以前に退職する割合の方が高い。
 採用は 歳代前半がその大宗を占めており、 歳代後半の職員の採用

はほとんど行われない。
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団体名：Ｂ団体

・人口規模：約５万人

・人 件 費：約 億円

推計にあたっての前提条件となる平成 年度の年齢別職員構成は、以下の
とおり（図 ）。

＜図 11＞ 年齢別職員構成（Ｂ団体）

 歳代後半から 歳代後半までの割合が高い構造になっている。
 他方で 歳代及び 歳代の割合が低く、 歳代前半は特に低い。

過去５か年度分の退職傾向及び採用傾向は、以下のとおり（図 ）。

＜図 12＞ 退職傾向及び採用傾向（Ｂ団体）

 退職者のうち、 歳の定年満了による退職が占める割合が高い。
 採用は、 歳代前半が大半を占めているが、 歳代後半から 歳代の

採用もしばしば見られる。
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＜図 13＞ 職員給等の長期推計（Ｂ団体）

 他の年代と比べて 歳代の割合が低いため、推計開始時点から約 年
間は退職者が少なく、人件費が増加する。その後、平成 年度から平
成 年度までにかけては職員構成に占める割合が高い 歳代後半から
歳代後半までの職員の退職が続くため、人件費は急激に減少する。

 平成 年度から平成 年度にかけては、現在他の世代と比べて割合の
高い 歳代の層が順次退職した後、退職者数が減少することから人件
費が増加する。

 推計時点から平成 年度までの緩やかな増加局面の後、平成 年度ま
での 年間で急激に減少し、平均の傾きは－ となる。平成 年度
から平成 年度にかけての 年間は、平均の傾きは と比較的緩や
かであるが、長期間にわたって上昇が続く。

 推計期間を通じた平均値との差に着目すると、推計時点から平成 年
度までは平均値を大きく上回っており、この期間の人件費については、
推計期間内においても特に厳しい財政運営が強いられているといえる。

 ただし、平成 年度から平成 年度まで平均値を下回っており、その
総額が５億 万円である。これは平成 年度までの財政運営が厳
しい期間の総額を上回っている等、財政運営に余裕が生まれるものと考
えられる。しかし、その直後に平均値を上回る期間が長期化すると予想
されるので、予めこれに備える必要がある。

団体名：Ｂ団体

・人口規模：約５万人

・人 件 費：約 億円

推計にあたっての前提条件となる平成 年度の年齢別職員構成は、以下の
とおり（図 ）。

＜図 11＞ 年齢別職員構成（Ｂ団体）

 歳代後半から 歳代後半までの割合が高い構造になっている。
 他方で 歳代及び 歳代の割合が低く、 歳代前半は特に低い。

過去５か年度分の退職傾向及び採用傾向は、以下のとおり（図 ）。

＜図 12＞ 退職傾向及び採用傾向（Ｂ団体）

 退職者のうち、 歳の定年満了による退職が占める割合が高い。
 採用は、 歳代前半が大半を占めているが、 歳代後半から 歳代の

採用もしばしば見られる。
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団体名：Ｃ団体

・人口規模：約 万人

・人 件 費：約 億円

推計にあたっての前提条件となる平成 年度の年齢別職員構成は、以下の
とおり（図 ）。

＜図 14＞ 年齢別職員構成（Ｃ団体）

 歳代が他の年代に比べ比較的割合が高く、 歳代後半が比較的低
い。

 それ以外の年代は概ね均一化されているが、 歳の職員数が突出してい
る。

過去５か年度分の退職傾向及び採用傾向は、以下のとおり（図 ）。

＜図 15＞ 退職傾向及び採用傾向（Ｃ団体）

 歳の定年満了による退職が大宗を占めている。
 歳代から 歳代までの採用が中心だが、 歳代以降の採用傾向も一

定程度あり、これは都道府県からの割愛職員等であると考えられる。
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＜図 16＞ 職員給等の長期推計（Ｃ団体）

 突出して多い 歳の職員が退職する平成 年度の翌年度に人件費が急
減した後、平成 年度の水準に戻る。平成 年度から平成 年度に
かけて、職員構成に占める割合が高い 歳代の職員の退職が進むにつ
れて減少していくが、構成比の最も少ない 歳の世代が退職した時点
から再度、増加に転じる。

 推計時点からの減少局面（平成 年度から平成 年度まで）と増加局
面（平成 年度から平成 年度まで）をみると、平均の傾きはそれぞ
れ－ と であり、また、推計時点から上昇局面に転じるまでの
期間が短いことから、急減の後に緩やかな上昇局面を迎えることとな
る。

 一方、推計期間を通じた平均値との差に着目すると、推計時点から平成
年度まで平均値を下回っており、その総額は 億 万円であ

り、この 年間の平均は約 万円である。しかし、平成 年度か
ら平成 年度まで平均値を上回る局面（総額 億 万円、平均１
億 万円）を迎えるため、上回る局面での単年度負担が大きいことを
踏まえた財政運営が必要であるといえる。

団体名：Ｃ団体

・人口規模：約 万人

・人 件 費：約 億円

推計にあたっての前提条件となる平成 年度の年齢別職員構成は、以下の
とおり（図 ）。

＜図 14＞ 年齢別職員構成（Ｃ団体）

 歳代が他の年代に比べ比較的割合が高く、 歳代後半が比較的低
い。

 それ以外の年代は概ね均一化されているが、 歳の職員数が突出してい
る。

過去５か年度分の退職傾向及び採用傾向は、以下のとおり（図 ）。

＜図 15＞ 退職傾向及び採用傾向（Ｃ団体）

 歳の定年満了による退職が大宗を占めている。
 歳代から 歳代までの採用が中心だが、 歳代以降の採用傾向も一

定程度あり、これは都道府県からの割愛職員等であると考えられる。
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団体名：Ｄ団体

・人口規模：約 万人

・人 件 費：約 億円

推計にあたっての前提条件となる平成 年度の年齢別職員構成は、以下の
とおり（図 ）。

＜図 17＞ 年齢別職員構成（Ｄ団体）

 歳代の職員の占める割合が高く、 歳代から 歳代までの職員の割
合が低くなっている。

 全体的には、概ね平準化されている。

過去５か年度分の退職傾向及び採用傾向は、以下のとおり（図 ）。

＜図 18＞ 退職傾向及び採用傾向（Ｄ団体）

 歳の定年満了による退職が大宗を占めている。
 採用は 歳代が大半を占めており、 歳代以降の採用は一部に留まっ

ている。
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＜図 19＞ 職員給等の長期推計（Ｄ団体）

 現在の 歳代の職員構成に占める割合が平均的なものであることか
ら、推計時点から平成 年度までは人件費は横ばいで推移する。その
後、割合が高い 歳代の職員が定年退職をすることが見込まれる平成
年度から人件費は急激に減少する。その後、平成 年度からは現在

比較的割合が低い 歳代が定年の時期を迎えること等から人件費は急
増し、概ね推計時点の水準に戻る。

 推計時点からの減少局面（平成 年度から平成 年度まで）と増加局
面（平成 年度から平成 年度まで）を比較すると、平均の傾きはそ
れぞれ－ と であり、減少局面において増加局面への備えを行
うことで財政に与える影響を抑えることができると考えられる。

 推計期間を通じた平均値との差に着目すると、推計時点から平成 年
度までは平均値を大きく上回っており、この期間の人件費については、
推計期間内においても特に厳しい財政運営が強いられているといえる。

 ただし、平成 年度から平成 年度まで平均値を下回っており、その
総額が 億 万円であり、これは平成 年度までの財政運営が厳
しい期間の総額を大きく上回っている等、財政運営に余裕が生まれるも
のと考えられる。しかし、その直後の平均値を上回る期間が長期化する
と予想されているので、予めこれに備える必要がある。

団体名：Ｄ団体

・人口規模：約 万人

・人 件 費：約 億円

推計にあたっての前提条件となる平成 年度の年齢別職員構成は、以下の
とおり（図 ）。

＜図 17＞ 年齢別職員構成（Ｄ団体）

 歳代の職員の占める割合が高く、 歳代から 歳代までの職員の割
合が低くなっている。

 全体的には、概ね平準化されている。

過去５か年度分の退職傾向及び採用傾向は、以下のとおり（図 ）。

＜図 18＞ 退職傾向及び採用傾向（Ｄ団体）

 歳の定年満了による退職が大宗を占めている。
 採用は 歳代が大半を占めており、 歳代以降の採用は一部に留まっ

ている。
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団体名：Ｅ団体

・人口規模：約 万人

・人 件 費：約 億円

推計にあたっての前提条件となる平成 年度の年齢別職員構成は、以下の
とおり（図 ）。

＜図 20＞ 年齢別職員構成（Ｅ団体）

 歳代以上の職員の割合が高く、 歳代から 歳代までの職員の割合
は低い。

 特に、 歳代前半の職員が多い。

過去５か年度分の退職傾向及び採用傾向は、以下のとおり（図 ）。

＜図 21＞ 退職傾向及び採用傾向（Ｅ団体）

 歳の定年満了による退職が大宗を占めている。
 歳代から 歳代まで幅広く採用している。
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＜図 22＞ 職員給等の長期推計（Ｅ団体）

 推計時点から平成 年度までは一貫して人件費は減少することとな
る。これは、現在の職員構成に占める割合が高い 歳代以上の職員が
順次定年退職するとともに、現在の職員構成に占める割合が低い 歳
代及び 歳代の職員が給与の高い 歳代及び 歳代になることによ
るものである。

 平成 年度から一転して増加局面に転じるが、これは上述の 歳代以
上の職員が退職した後、同数程度の職員が採用され、これらの世代が給
与の高い 歳代及び 歳代に差し掛かることによるものである。

 推計時点の人件費は平均値よりも相当高い水準となっているため、推計
期間中の財政運営においては、他の歳出項目を圧迫しているものと考え
られる。

 推計時点から平成 年度までの 年間の減少局面の傾きの平均は－
であり、Ｅ団体の財政規模からみても急激な傾きとなっており、

この期間は人件費の減少分を他の歳出項目に充てられる余地が一見して
大きくなるが、平均値を下回る平成 年度以降はその後の増加に留意
した財政運営を行う必要がある。

団体名：Ｅ団体

・人口規模：約 万人

・人 件 費：約 億円

推計にあたっての前提条件となる平成 年度の年齢別職員構成は、以下の
とおり（図 ）。

＜図 20＞ 年齢別職員構成（Ｅ団体）

 歳代以上の職員の割合が高く、 歳代から 歳代までの職員の割合
は低い。

 特に、 歳代前半の職員が多い。

過去５か年度分の退職傾向及び採用傾向は、以下のとおり（図 ）。

＜図 21＞ 退職傾向及び採用傾向（Ｅ団体）

 歳の定年満了による退職が大宗を占めている。
 歳代から 歳代まで幅広く採用している。
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以上のサンプル団体の推計結果から読み取れる特徴は、以下のとおり。

〇 推計年度から人件費が増加する団体と減少する団体とそれぞれあるが、減
少する団体の方が多い。減少する団体は推計年度において 歳代以降の職
員が多く、今後これらの世代が退職することによるものである。

〇 全てのサンプル団体で、概ね 年を１周期とした大きな波形が現れる。
これは職員の最長在職期間が約 年間であることが主な原因であると考え
られる。

〇 全てのサンプル団体で、一周期目の振幅より二周期目の振幅の方が小さ
い。これは、近年、各地方公共団体で採用試験受験の年齢上限の引上げ等
を行っていることで採用される者の年齢にばらつきがあることが一因であ
ると考えられる。

〇 人件費の変動の傾向は長期間にわたって現れるが、小規模な団体ほど長期
間の変動の中で小刻みに振幅する。これは、小規模な団体ほど職員数が少
なく、年齢別の職員構成の偏在による影響が単年度毎に表れやすいことが
一因であると考えられる。

○ サンプル団体間で採用年齢の傾向に大きな差は見られない一方、退職年齢
の傾向は小規模団体ほど定年に達する前に退職する者の割合が高い。これ
により、人件費総額の振幅が比較的小さくなるものと考えられる。
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７．本調査研究によって得られた財政運営の予見性を高めるポイント

 各地方公共団体において、集中改革プランにおける定員管理の取組として
新規採用の抑制等を行ってきた影響により、年齢別の職員構成の偏在化が
進んだ。このため、安定的な人事行政のために年齢構成の偏在を是正する
必要性が認識されてきた が、必ずしも財政運営の観点に立ったものではな
かったと考えられる。
この点、年齢別の職員構成の偏在が財政運営に与える影響は小さくなく、
安定した財政という観点からも年齢別の職員構成を平準化するような取組
を進める視点もあり得るのではないか。
年齢別職員構成を平準化する具体的な手法として、例えば、採用試験の受
験年齢制限の引上げや割増した退職手当の支給による早期の勧奨退職の促
進等が考えられる。

 年齢別の職員構成の偏在や昇給抑制等、各地方公共団体の固有の事情があ
るため、人件費の推計結果は各団体の置かれた状況によって様々である。
特に、合併団体は旧市町村の職員の年齢構成が足し合わされるため、年齢
別の職員構成の偏在がより大きく生じている場合もあると考えられる。

 人件費の長期推計により、各地方公共団体が人件費について置かれている
状況（増加基調にあるのか、又は減少基調にあるのか及び最大値や最小値
が到来するまでの期間等）を把握し、適切に対応する必要がある。また、
過去の実績と合わせて、推計結果を分析することも有用であると考えられ
る。

 特に、減少基調にある場合は当該年度の人件費が過年度より減少している
ことからその分財源に余裕が生まれることになるが、余裕が生じた財源を
恒常的な支出に充てることなく、財政調整基金への積立てや借入金の繰上
償還、施設の維持補修の前倒し等、人件費がいずれは増加局面を迎えるこ
とになることを踏まえた財政運営を行う必要がある。

 退職手当について、退職手当組合に加入している団体は、組合に対する負
担金を人件費の長期推計に加味した場合、その変動は更に大きくなること
に留意する必要がある。また、退職手当組合に非加入の団体は、退職手当
を人件費の長期推計に加味した場合、その変動が一定程度相殺されること
になる。

「地方公共団体における適正な定員管理の推進について～集中改革プランの取組を踏ま
えて～」（平成 年２月地方公共団体定員管理研究会）において、「年齢層の偏在化」が
「将来的な課題となっている」と指摘されている（ ）。

以上のサンプル団体の推計結果から読み取れる特徴は、以下のとおり。

〇 推計年度から人件費が増加する団体と減少する団体とそれぞれあるが、減
少する団体の方が多い。減少する団体は推計年度において 歳代以降の職
員が多く、今後これらの世代が退職することによるものである。

〇 全てのサンプル団体で、概ね 年を１周期とした大きな波形が現れる。
これは職員の最長在職期間が約 年間であることが主な原因であると考え
られる。

〇 全てのサンプル団体で、一周期目の振幅より二周期目の振幅の方が小さ
い。これは、近年、各地方公共団体で採用試験受験の年齢上限の引上げ等
を行っていることで採用される者の年齢にばらつきがあることが一因であ
ると考えられる。

〇 人件費の変動の傾向は長期間にわたって現れるが、小規模な団体ほど長期
間の変動の中で小刻みに振幅する。これは、小規模な団体ほど職員数が少
なく、年齢別の職員構成の偏在による影響が単年度毎に表れやすいことが
一因であると考えられる。

○ サンプル団体間で採用年齢の傾向に大きな差は見られない一方、退職年齢
の傾向は小規模団体ほど定年に達する前に退職する者の割合が高い。これ
により、人件費総額の振幅が比較的小さくなるものと考えられる。
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職員給等に着目した人件費の長期推計シート

＜団体概要入力＞

団体名
団体コード 歳出総額： 百万円

内人件費： 百万円

↑⑤グラフにリンク ↑⑤グラフにリンク
※団体名と団体コードを入力すると、決算統計から自動転記

＜各シート説明＞
　①実績入力

平成29年度の年齢別配置人数・平均給与支給額（年額）・平均社会保険料
（自治体負担分、年額）を入力
　※社会保険料には災害補償費を含む

　(補）線形補間
①実績入力を記載する際に、職員別・年齢別等のデータが揃わない年齢について、
実績を把握できる直近前後の年齢の数値を入力することにより、近似値を算出

　②条件設定
過去５か年度分の退職者数・新規採用職員数、今後80年間の予定職員数を入力
　※予定職員数の入力により新規採用職員数を調整

　③条件反映後
①及び②を反映して職員人件費総額８０年分を推計（自動計算）

　④グラフ作成用
③からグラフ作成用データをリンク（自動計算）

　⑤グラフ
④から８０年分の職員人件費総額の振幅を作成（自動作成※）
　※軸やラベルの書式設定は要修正

＜参考（平成29年度決算）＞

<入力用セル>年齢別配置人数:B6～B47、平均給与支給額:C6～C47、
　　　　　　  平均社会保険料:D6～D47

<入力用セル>平均給与支給額:B6～B47、平均社会保険料:F6～F47

<入力用セル>退職者数:B10～F51、新規採用職員数:K10～O51、
　　　　　　  予定職員数:S6～CS6

参考資料１

なお、本様式は便宜上、推計年度を平成29年度としているが、以後の年度に推計す
る場合は適宜最新のデータを用いて推計されたい。
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①実績入力 ※ 実績データがない場合は前後の年齢から線形補間もしくは(補)より転記 ※ 社会保険料の個人決算を行っていない場合は、
↓ ↓  　数値でＤ列に貼り付け

↓

配置人員数 平均給与支給額
（年額）

平均社会保険料
（自治体負担分、年額）

平均職員人件費
（年額）

職員人件費総額 平均社会保険料
（簡易推計）

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ)=(Ｂ)+(Ｃ) (Ｅ)=(Ａ)×(Ｄ) (Ｃ)'

合計

合計

５地方公務員共済組合等負担金
８災害補償費

合計

社会保険料等の職員人件費に対する割合

年齢

Ｈ２９

４(1)基本給
４(2)その他の手当て

＜H29 決算統計＞表番号１５　人件費の内訳
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(補）線形補間
※ 職員別・年齢別等のデータが揃わない年齢について、
    実績を把握できる直近前後の年齢の数値を入力することにより、近似値を算出

↓ ↓

年齢 平均給与支給額
（年額・実績）

平均給与支給額
（年額・理論値）

平均社会保険料
（年額・実績）

平均社会保険料
（年額・理論値）

算
出
さ
れ
た
Ｃ
列
の
数
値
を
「
①
実
績
入
力
」
Ｃ
列
に
数
値
で
貼
り
付
け

算
出
さ
れ
た

列
の
数
値
を
「
①
実
績
入
力
」

列
に
数
値
で
貼
り
付
け

①実績入力 ※ 実績データがない場合は前後の年齢から線形補間もしくは(補)より転記 ※ 社会保険料の個人決算を行っていない場合は、
↓ ↓  　数値でＤ列に貼り付け

↓

配置人員数 平均給与支給額
（年額）

平均社会保険料
（自治体負担分、年額）

平均職員人件費
（年額）

職員人件費総額 平均社会保険料
（簡易推計）

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ)=(Ｂ)+(Ｃ) (Ｅ)=(Ａ)×(Ｄ) (Ｃ)'

合計

合計

５地方公務員共済組合等負担金
８災害補償費

合計

社会保険料等の職員人件費に対する割合

年齢

Ｈ２９

４(1)基本給
４(2)その他の手当て

＜H29 決算統計＞表番号１５　人件費の内訳

－ 41－



②条件設定

＜退職者＞
Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 合計

退職者数 0 0 0 0 0 0
 ※退職者数は前年度末

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
19 0 #DIV/0!
20 0 #DIV/0!
21 0 #DIV/0!
22 0 #DIV/0!
23 0 #DIV/0!
24 0 #DIV/0!
25 0 #DIV/0!
26 0 #DIV/0!
27 0 #DIV/0!
28 0 #DIV/0!
29 0 #DIV/0!
30 0 #DIV/0!
31 0 #DIV/0!
32 0 #DIV/0!
33 0 #DIV/0!
34 0 #DIV/0!
35 0 #DIV/0!
36 0 #DIV/0!
37 0 #DIV/0!
38 0 #DIV/0!
39 0 #DIV/0!
40 0 #DIV/0!
41 0 #DIV/0!
42 0 #DIV/0!
43 0 #DIV/0!
44 0 #DIV/0!
45 0 #DIV/0!
46 0 #DIV/0!
47 0 #DIV/0!
48 0 #DIV/0!
49 0 #DIV/0!
50 0 #DIV/0!
51 0 #DIV/0!
52 0 #DIV/0!
53 0 #DIV/0!
54 0 #DIV/0!
55 0 #DIV/0!
56 0 #DIV/0!
57 0 #DIV/0!
58 0 #DIV/0!
59 0 #DIV/0!
60 0 #DIV/0!
合計 0 0 0 0 0 0

年齢
退職者数

合計
退職者
分布率

＜新規採用職員＞
Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 合計

採用者数 0 0 0 0 0 0
 ※新規採用職員は新年度4月1日

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
19 0 #DIV/0!
20 0 #DIV/0!
21 0 #DIV/0!
22 0 #DIV/0!
23 0 #DIV/0!
24 0 #DIV/0!
25 0 #DIV/0!
26 0 #DIV/0!
27 0 #DIV/0!
28 0 #DIV/0!
29 0 #DIV/0!
30 0 #DIV/0!
31 0 #DIV/0!
32 0 #DIV/0!
33 0 #DIV/0!
34 0 #DIV/0!
35 0 #DIV/0!
36 0 #DIV/0!
37 0 #DIV/0!
38 0 #DIV/0!
39 0 #DIV/0!
40 0 #DIV/0!
41 0 #DIV/0!
42 0 #DIV/0!
43 0 #DIV/0!
44 0 #DIV/0!
45 0 #DIV/0!
46 0 #DIV/0!
47 0 #DIV/0!
48 0 #DIV/0!
49 0 #DIV/0!
50 0 #DIV/0!
51 0 #DIV/0!
52 0 #DIV/0!
53 0 #DIV/0!
54 0 #DIV/0!
55 0 #DIV/0!
56 0 #DIV/0!
57 0 #DIV/0!
58 0 #DIV/0!
59 0 #DIV/0!
60 0 #DIV/0!
合計 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

合計
採用者
分布率

採用者数
年齢

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５ Ｈ３６ Ｈ３７
補正後職員数 補正後職員数 補正後職員数 補正後職員数 補正後職員数 補正後職員数 補正後職員数 補正後職員数

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
予定職員数 予定職員数 予定職員数 予定職員数 予定職員数 予定職員数 予定職員数 予定職員数

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

補正後
採用数

補正後
採用数

補正後
採用数

補正後
採用数

補正後
採用数

補正後
採用数

補正後
採用数

補正後
採用数

Ｈ３８ Ｈ３９ Ｈ４０ Ｈ４１ Ｈ４２ Ｈ４３ Ｈ４４ Ｈ４５
補正後職員数 補正後職員数 補正後職員数 補正後職員数 補正後職員数 補正後職員数 補正後職員数 補正後職員数

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
予定職員数 予定職員数 予定職員数 予定職員数 予定職員数 予定職員数 予定職員数 予定職員数

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

補正後
採用数

補正後
採用数

補正後
採用数

補正後
採用数

補正後
採用数

補正後
採用数

補正後
採用数

補正後
採用数

以降、80年度分を同様式にて推計
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③条件反映後

年齢 配置人員数
平均職員人件費

（年額）
支給総額

退職傾向
反映後

採用傾向
反映後

支給総額

19 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
21 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
22 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
23 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
24 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
25 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
26 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
27 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
28 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
29 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
30 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
31 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
32 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
33 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
34 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
35 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
36 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
37 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
38 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
39 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
40 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
41 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
42 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
43 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
44 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
45 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
46 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
47 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
48 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
49 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
50 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
51 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
52 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
53 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
54 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
55 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
56 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
57 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
58 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
59 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
60 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

合計 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ｈ２９ Ｈ３０

③条件反映後

年齢

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

合計

退職傾向
反映後

採用傾向
反映後

支給総額
退職傾向
反映後

採用傾向
反映後

支給総額

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ｈ３１ Ｈ３２

③条件反映後

年齢

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

合計

退職傾向
反映後

採用傾向
反映後

支給総額
退職傾向
反映後

採用傾向
反映後

支給総額

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ｈ３３ Ｈ３４

③条件反映後

年齢

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

合計

退職傾向
反映後

採用傾向
反映後

支給総額
退職傾向
反映後

採用傾向
反映後

支給総額

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ｈ３５ Ｈ３６

以降、80年度分を同様式にて推計
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④グラフ作成用
人← 円← →百万円 →歳

配置人員数 支給総額 対H29 職員人件費 平均値 － ＋ 平均年齢 平均年齢平均 － ＋ － ＋

平均との差 差の合計 傾き

－ 44－
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④グラフ作成用
人← 円← →百万円 →歳

配置人員数 支給総額 対H29 職員人件費 平均値 － ＋ 平均年齢 平均年齢平均 － ＋ － ＋

平均との差 差の合計 傾き
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推計シートの留意事項

推計シートの条件設定に当たっては、各地方公共団体で簡便に人件費の変動
の推計を行うことができるよう各団体の共通事項を抽出した。各団体における
推計をより精緻なものとするために、留意するべき点を以下のとおり整理し
た。

＜一時的な事務量の急増に伴う時間外手当等の取扱い＞

○ 災害対応や衆議院の解散に伴う総選挙等、一時的に職員の事務量が急増
するもので、かつ、その発生を予め見込むことが難しいものに係る時間外
手当等が推計時点で発生している場合は、推計から除くことが望ましいと
考えられる。なお、これを含めて推計したとしても、人件費の変動の振幅
がより大きくなるものの、周期への影響はないものと考えられる。

○ 他方、予め実施が決められている選挙等に係る時間外手当等について、
推計に含めるかどうかは各地方公共団体において適切に判断する必要があ
る。

＜給料表の異なる職員の取扱い＞

○ 技能労務職員等の一般行政職員と給料表が異なる職員の取扱いについて
は、より精緻な推計のためにはそれぞれの給料表毎に推計することが望ま
しいと考えられる。

○ ただし、推計の基礎データとなる決算情報に給料表が紐付いていないこ
とが多く、この場合は相当の事務負担が発生するものと考えられる。各地
方公共団体において必要となる事務量を踏まえて適切に判断する必要があ
る。

＜派遣、割愛職員の取扱い＞

○ 各地方公共団体で国や他の地方公共団体に職員の派遣等を行う、又は、
国や他の地方公共団体から受け入れる場合の取扱いについては、給与や社
会保険料等の実際の負担に応じて適切に計上する必要がある（表 ）。

＜表 10＞ 派遣・割愛職員の取扱い・経費負担（参考）

（当該団体から見た場合に ○･･･負担有り、×･･･負担無し）

配置人員数 給与支給額 社会保険料 備考：身分

派遣 ○ × ○ 派遣元

受入 ○ ○ × 派遣元

派遣 × × × 派遣先

受入 ○ ○ ○ 派遣先

区分

派遣

割愛

参考資料２
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○ 他方、派遣職員について、身分は派遣元のままであることから、給与は
派遣先負担であるが、社会保険料は派遣元負担となる。自団体より派遣を
行っている場合に派遣職員を推計の基礎数値に含めると、当該年齢の平均
給与支給額が実際より過小に見込まれることから、推計に当たっては当該
職員分を配置人員数及び社会保険料から除外することが望ましい。

○ 割愛職員の派遣及び受入に当たって、辞職又は採用の発令がなされるこ
とが多い。推計シート上、これらの職員を退職者又は採用者数に計上する
と、退職者数より採用者数が多い年度等で割愛職員分が必要以上に多く計
上されてしまうため、推計シートを用いて推計を行う場合はこれらの職員
について退職者数又は採用者数から除外することが望ましい。

○ 上記を踏まえ、本推計では以下のとおり整理した（表 ）。

＜表 11＞ 派遣・割愛職員の推計上の取扱い

（○･･･推計の基礎数値に含む、×･･･推計から除外）

＜定年延長、役職定年、再任用職員の取扱い＞

○ 現在、地方公務員の定年は 歳とされており、これに基づいて推計シ
ートを作成している。

〇 今後、定年が延長された場合は、推計シートの年齢の列を延長された分
増やすことで対応できる。この場合の退職者及び採用者数については、経
過措置を踏まえた数値を用いることが望ましい。

○ 役職定年については、地方公共団体によって実施の有無が異なるが、い
ずれにせよ、年齢別データに内包されるため、特段推計に影響を与えない
ものと考えられる。

○ 再任用職員については、その取扱いが毎年度変わっており、一律の推計
が困難である。

＜産前産後休暇及び育児休業取得職員の取扱い＞

○ 産前産後休暇を取得した職員は各地方公共団体から給料が支払われ、育
児休業を取得した職員は共済組合から給付として給料をベースにした一定
額が支払われる。

○ いずれの職員も現員の職員構成に含められている取扱いとしているとこ
ろが多く、この場合、推計上除くことは技術的に難しいものと考えられ
る。

配置人員数 給与支給額 社会保険料 備考：身分

派遣 × × × 派遣元

受入 ○ ○ × 派遣元

派遣 × × × 派遣先

受入 ○ ○ ○ 派遣先

派遣

割愛

区分

－ 48－



○ 育児休業取得中の職員については、配置人員数には含まれるものの平均
給与支給額には含まれないこととなるが、推計年度後も同年代の職員が取
得する傾向が続くと考えられることから、波形への影響は大きくないもの
と考えられる。

＜会計年度任用職員の取扱い＞

○ 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成 年法律第
号）により、平成 年度より、会計年度任用職員制度に係る改正地方

公務員法の施行が予定されており、現在、各地方公共団体で移行準備が進
められている。

○ 臨時・非常勤職員の年齢構成は人件費の変動に直接影響しないが、本制
度の導入によって影響を受ける臨時・非常勤職員（同法施行後の会計年度
任用職員）の人件費総額及び増減額については、別途、推計することが望
ましい。

＜団体の規模に応じた退職及び採用傾向の把握＞

○ 職員数が少ない地方公共団体ほど、年度間の退職者及び採用者の各年齢
間の偏在が大きくなると考えられる。このため、推計シートを用いて推計
を行う場合は、シート上、退職者及び新規採用職員について過去５か年度
分の実績値を用いることとしているが、各地方公共団体の職員数の規模に
応じて適宜延長することが望ましい。

＜保険事業等特別会計、公営企業会計に属する職員の取扱い＞

○ 保険事業等特別会計や公営企業会計に人件費見合いを支出している場
合、繰出金又は補助金として取り扱われること、また、公営企業会計では
独立採算を原則としていることから「人件費」の変動の推計の対象外とし
ているところ。

○ 一方、これらを含めた人件費に係る支出の今後の傾向をトータルで把握
することは、中長期的な視点に立った財政運営を行う上で意義があると考
えられる。この点、これを推計する場合は、会計毎に別シートを作成・推
計し、各会計・年度毎の総額を合算することなどが考えられる。

＜公営企業職員の取扱い＞

○ 公営企業職員について、一般会計からの異動という取扱いの場合、推計
シート上で、現員の年齢に差し掛かった場合に現員分が一般会計から分岐
するように推計する等の対応が考えられる。

○ 一般会計からの出向・割愛という取扱いの場合、推計シート上、これら
の職員を退職者又は採用者数に計上すれば、退職者数より採用者数が多い
年度等で当該職員分が必要以上に多く計上されてしまうため、推計シート

○ 他方、派遣職員について、身分は派遣元のままであることから、給与は
派遣先負担であるが、社会保険料は派遣元負担となる。自団体より派遣を
行っている場合に派遣職員を推計の基礎数値に含めると、当該年齢の平均
給与支給額が実際より過小に見込まれることから、推計に当たっては当該
職員分を配置人員数及び社会保険料から除外することが望ましい。

○ 割愛職員の派遣及び受入に当たって、辞職又は採用の発令がなされるこ
とが多い。推計シート上、これらの職員を退職者又は採用者数に計上する
と、退職者数より採用者数が多い年度等で割愛職員分が必要以上に多く計
上されてしまうため、推計シートを用いて推計を行う場合はこれらの職員
について退職者数又は採用者数から除外することが望ましい。

○ 上記を踏まえ、本推計では以下のとおり整理した（表 ）。

＜表 11＞ 派遣・割愛職員の推計上の取扱い

（○･･･推計の基礎数値に含む、×･･･推計から除外）

＜定年延長、役職定年、再任用職員の取扱い＞

○ 現在、地方公務員の定年は 歳とされており、これに基づいて推計シ
ートを作成している。

〇 今後、定年が延長された場合は、推計シートの年齢の列を延長された分
増やすことで対応できる。この場合の退職者及び採用者数については、経
過措置を踏まえた数値を用いることが望ましい。

○ 役職定年については、地方公共団体によって実施の有無が異なるが、い
ずれにせよ、年齢別データに内包されるため、特段推計に影響を与えない
ものと考えられる。

○ 再任用職員については、その取扱いが毎年度変わっており、一律の推計
が困難である。

＜産前産後休暇及び育児休業取得職員の取扱い＞

○ 産前産後休暇を取得した職員は各地方公共団体から給料が支払われ、育
児休業を取得した職員は共済組合から給付として給料をベースにした一定
額が支払われる。

○ いずれの職員も現員の職員構成に含められている取扱いとしているとこ
ろが多く、この場合、推計上除くことは技術的に難しいものと考えられ
る。

配置人員数 給与支給額 社会保険料 備考：身分

派遣 × × × 派遣元

受入 ○ ○ × 派遣元

派遣 × × × 派遣先

受入 ○ ○ ○ 派遣先

派遣

割愛

区分
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を用いて推計を行う場合はこれらの職員について退職者数又は採用者数か
ら除外することが望ましい。

 
＜保険事業等特別会計、公営企業会計の簡易推計＞

○ 保険事業等特別会計については、繰出金の内訳（積算）があると思われ
るので、その基礎資料を活用することが考えられる。

○ 公営事業のうち、公営企業会計については、公営企業決算統計における
以下の表の基礎資料を活用することが考えられる。

・ 表（費用構成表）
・ 表（職種別給与に関する調）
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地方財政に関する調査研究会 開催要領

 
 
１ 趣旨 

地方公共団体が将来にわたって健全な財政運営を確保できるよう、「地方財政に関す

る調査研究会」を開催し、地方公共団体の中長期的な財政運営に資する具体的な取組事

例・手法及びその課題について調査・研究を行う。 
 
２ 名称 
本研究会は、「地方財政に関する調査研究会」（以下「研究会」という。）と称する。 

 
３ 内容 

地方公共団体が健全な財政運営を中長期的に確保するための国内及び海外の取組事

例・手法及びその課題を中心に調査・研究を行う。 
 
４ 構成 
別紙のとおりとする。 

 
５ 運営 
（１）座長は、研究会を招集し、主宰する。 
（２）座長は、不在の場合など必要の都度、これを代行するものを指名することができ

る。 
（３）座長は、必要に応じて必要な者から意見を聞くことができる。 
（４）本要領に定めるもののほか、研究会の運営に関し、必要な事項は、座長が定める。 
 
６ 開催日程 
平成 29 年９月から開催する。 

 
７ 庶務 
（１）研究会の庶務は、地方支援部調査企画課が行う。 
（２）研究会の活動に要する経費については、地方公共団体金融機構が負担する。 

を用いて推計を行う場合はこれらの職員について退職者数又は採用者数か
ら除外することが望ましい。

 
＜保険事業等特別会計、公営企業会計の簡易推計＞

○ 保険事業等特別会計については、繰出金の内訳（積算）があると思われ
るので、その基礎資料を活用することが考えられる。

○ 公営事業のうち、公営企業会計については、公営企業決算統計における
以下の表の基礎資料を活用することが考えられる。

・ 表（費用構成表）
・ 表（職種別給与に関する調）
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構成員名簿
（五十音順、敬称略）

（委員）
伊集 守直 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授
倉地 真太郎 後藤・安田記念東京都市研究所研究員
宮﨑 雅人 埼玉大学大学院人文社会科学科研究科准教授
茂住 政一郎 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授

（幹事）
瀧野 欣彌 地方公共団体金融機構理事長
遠藤 寛 地方公共団体金融機構副理事長
境 勉 地方公共団体金融機構理事
五味 裕一 地方公共団体金融機構経営企画部長
斎藤 禎尚 地方公共団体金融機構融資部長
丸山 達也 地方公共団体金融機構地方支援部長（平成 年 月 日まで）

水上 拓也 地方公共団体金融機構審査室長
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地方財政に関する調査研究会 開催状況

第１回開催 平成３０年１２月６日（木） 
○ 地方財政に関する調査研究会の今後の日程と主な議題について 
○ 職員給等に着目した人件費の長期推計について 
○ 職員給等の額・平均年齢の推計シートについて 
○ サンプル団体の推計結果について 

 
第２回開催 平成３１年２月１９日（火）

○ 報告書（案）について 
 
 

構成員名簿
（五十音順、敬称略）

（委員）
伊集 守直 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授
倉地 真太郎 後藤・安田記念東京都市研究所研究員
宮﨑 雅人 埼玉大学大学院人文社会科学科研究科准教授
茂住 政一郎 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授

（幹事）
瀧野 欣彌 地方公共団体金融機構理事長
遠藤 寛 地方公共団体金融機構副理事長
境 勉 地方公共団体金融機構理事
五味 裕一 地方公共団体金融機構経営企画部長
斎藤 禎尚 地方公共団体金融機構融資部長
丸山 達也 地方公共団体金融機構地方支援部長（平成 年 月 日まで）

水上 拓也 地方公共団体金融機構審査室長
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